
水産加工食品分析検査に係る実費相当額徴収に関する要綱 

 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、水産加工食品分析検査に係る実費相当額の徴収に関して、必要な事

項を定めるものとする。 

(使用申請) 

第２条 水産加工食品分析検査を利用しようとする者は、検査申込書を提出し、事前に市

長の承認を受けなければならない。   

(使用者の範囲) 

第３条 水産加工食品分析検査を利用できる者は、釧路市において水産業を営む者、又は

釧路水産加工振興協議会に加盟している者とする。ただし市長が認めた場合はこの限り

ではない。 

(実費相当額) 

第４条 第２条の規定により利用の承認を受けた者は、当該検査に要した試薬及び消耗品

等の費用（以下「実費相当額」という。）を負担するものとする。 

２ 実費相当額は、別表１に定める額とする。 

３ 釧路水産加工振興協議会に加盟している者（以下「会員」という。）については、別

表１に定める実費相当額（会員）を適用する。 

４ 試薬及び消耗品等の価格が変更になった場合は、翌年度当初に別表１の額を見直すも

のとする。ただし、急激な物価の高騰があった場合には、必要に応じ見直すものとする。 

(実費相当額の徴収) 

第５条 実費相当額については、当月分の累計額を翌月１０日までに市長が発行する納入

通知書により使用者に請求し、月末までに徴収する。 

（実費相当額の未納付による検査の拒否） 

第６条 市長は、利用者が前月以前の実費相当額を納付していない場合は、検査の申込み

を受け付けないことができる。 

(実費相当額の不還付) 

第７条 既納の実費相当額は還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、

その全部又は一部を還付することができる。 

 



附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

 

別表１（第４条関係）分析検査に係る実費相当額について 

検査項目 
実費相当額 

（通常） 

実費相当額 

（会員） 
備考 

菌 

検 

査 

一般生菌数 ６２６円 ４３８円 １検体当たり 

大腸菌群 ４８５円 ３３９円 １検体当たり 

大腸菌 ４７７円 ３３３円 １検体当たり 

黄色ブドウ球菌 ７１４円 ４９９円 １検体当たり 

腸炎ビブリオ ５０２円 ３５１円 １検体当たり 

サルモネラ ４７５円 ３３２円 １検体当たり 

ふき取り ８８０円 ６１６円 １検体当たり 

    

 

成 

分 

検 

査 

水分 １０５円 ７３円 １検体当たり 

粗脂肪 １，８４０円 １，２８８円 １検体当たり 

塩分(モール法) １７２円 １２０円 １検体当たり 

塩分(ナトリウム) １７９円 １２５円 １検体当たり 

亜硝酸根 ８３０円 ５８１円 １検体当たり 

ｐＨ ３６８円 ２５７円 １検体当たり 

※上記実費相当額は、消費税及び地方消費税を含む。 


